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●ロマネスコ栽培
　　〜余部区上川原
●アライグマ被害を防止しましょう
●相続税等の納税猶予を受けている方へ
●農機による事故を防ぎましょう
●農業者年金の現況届はお早めに

●認定農業者紹介
　　〜(有)福永農産
●地産地消イベント「ひめじマルシェ」
●農事相談室日程

●総会開催
●農業委員視察研修〜岡山市
●こども食堂「���」
　　〜飾磨市民センター
●賃借料情報
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ぶらんこいちご園　〜

左から小井さん、土橋さん、青田委員
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28
年
度
年
度度
ののの

姫路市でもボランティアグループに姫路 プに

よるこども食堂開設の取り組みが

始まっています。　　

　こども食堂では、様々な要因で

食事が欠けたり、偏ったりする子供に

食事を提供しています。農業委員

会は関係団体と連携し、食育を推進

しています。

（農業委員

　　松田　勲）

こども食堂開設の
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11月 7日、農業

委員 31 名が視察

研修に行き、岡山市中央卸売市場で青果物の

流通について研修し、ヤンマー農機製造（株）（岡山

市）で農機具の製造工程を視察しました。

ヤンマー農機製造（株）にて

（左）森田さん、（右）小松さん

平 ら12月までに締結（公告）された賃貸借に
10ａ当たり）は、以下のとおりです。

姫路市賃借料情報姫路市賃借料情報

締結（公告）
された地域名

平均額

8,100円

6,800円

−

4,200

7 100

旧 姫 路 市

旧 夢 前 町

旧 安 富 町

旧 香 寺 町

姫路市全域

最高額

10,000円

8,000円

−

円

最低額

3,000円

5,000円

−

3,000円

データ数
考

)

68筆

５筆

−

12筆

85筆

筆

214筆

72筆

筆

768筆
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農業委員
視察研修　贈与税・相続税の納税猶予の適用を受

にもかかわらず、農業経営の廃止や住

転用の外、耕作放棄地になっているときは、原則

として納税猶予が打ち切られること

この場合、面積に応じて、税額 は

一部に利子税を付して納付が必要になりま

相続税等の納税猶予制度は、農地の

よる農業経営の細分化防止や農業後継者

目的として税制上の特例措置として設

ものです。制度の適用を受けている方は、

農地の適正な利用をお願いします。

＜対策１＞

　低速車マークや反射板を取り付けま
　しょう！
＜対策２＞

　シートベルトを着用しましょう！
＜対策３＞

　道路走行前にブレーキ連結の確認をしましょう！

ロ マ ネ ス コ
アブラナ科　アブラナ属

安全確認と予防対策で
農機による事故を防ぎましょう！

安全確認と予防対策で
農機による事故を防ぎましょう！

相続税等の納税猶予を受け

農業委員会または最寄りの市役所出先機関に提出して

ください。

農業者年金の現況届はお早めに

＜低速車マーク＞

珊瑚と

に

ビタミン C の含有 い。

カリフラワーのようにコリコ

リしています。炒め物や、スー

プの具材など幅広いレシピで

楽しめます。
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兵
庫
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狙
っ
て
特
産
品
化
を

進
め
て
い
る
ロ
マ
ネ
ス
コ
。
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取
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の
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、
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と
前
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田
正
弘
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ん
。
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取
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︵
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︶
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◎原則　第１水曜日　午前10時〜12時
【場所】　農業委員会室（姫路市役所　本館９階）

　　　　農業委員会事務局
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水
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１日

水

12月

６日

水

　農地の転用、貸借、相続税等納税猶予など、お気軽に
ご相談ください。

※事務手続きなどのご相談は、随時受け付けています。

ひめじ農業委員会だよりひめじ農業委員会だより

農 事 相 談 室
地産地消イベント

「ひめじマルシェ」

池内　宏行　会長　　松田　勲　　農政部会長

中島　博文　委員　　櫻井　豊　　委員

藤田　君代　委員　　浅田　和豊　委員

編 集 委 員

︵
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姫
路
市
の
北
東
部
、
播
但
連
絡

道
路
船
津
ラ
ン
プ
南
西
に
ハ
ウ

ス
が
立
ち
並
ぶ
一
画
が
あ
り
ま
す
。

︵
有
︶
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永
農
産
が
経
営
す
る
﹁
ぶ

ら
ん
こ
い
ち
ご
園
﹂
で
す
。

　
同
社
代
表
の
小
井
佳
代
さ
ん
。

昨
年
、
父
で
あ
る
福
永
英
世
さ
ん

か
ら
農
園
を
引
き
継
ぎ
、
姉
の

土
橋
由
佳
子
さ
ん
と
ご
両
親
、
従

業
員
の
計
６
名
で
切
り
盛
り
さ
れ

て
い
ま
す
。
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同
園
も
今
年
で

20

年
を

迎
え
、
ハ
ウ
ス
は
26
棟
︵
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︶
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。
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５
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狩
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５
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れ
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第
一
線
か
ら
退
か
れ
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さ
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が
、
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全
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ハ
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回
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収
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﹁
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﹂
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テ
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。
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収
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��
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��
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じ
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。

　
地
域
農
業
の
担
い
手
と
し
て

頑
張
る
小
井
さ
ん
、
土
橋
さ
ん

姉
妹
の
こ
れ
か
ら
の
活
躍
に
期

待
し
た
い
で
す
。

　
　︵
農
業
委
員
　
青
田
　
英
昭
︶

平成29年３月17日
開催の様子

章姫(あきひめ)

　姫路市では、2カ月に一度、市内各地域の農産物直

売団体が姫路市産のこだわり野菜や加工品等を直売する

地産地消イベント「ひめじマルシェ」を開催しています。

●開催場所

　姫路駅北にぎわい交流広場

　中央地下通路

●平成29年度開催予定日

　５月19日(金)  ７月21日(金)

　９月15日(金) 11月17日(金)

　１月19日(金)  ３月16日(金)

●開催時間

　15：00〜18：00
　※11月〜3月は、時間が変更となる場合があります。

姫路市農政総務課

地産地消担当　TEL　221-2492
お 問 合 せ

農地の転用には、許可・届出が必要です

　農地を転用する場合、市街化区域以

外の農地は許可が、市街化区域の農地は

届出が必要です。

農地を相続したら相続届を

　農地を相続した場合、農地の所在する

農業委員会に相続届を提出する必要が

あります。
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